
 

 

 川崎市保育・子育て総合支援センター条例施行規則の一部を改正する規則を

ここに公布する。 
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川崎市保育・子育て総合支援センター条例施行規則の一部を改正する規   

則 

川崎市保育・子育て総合支援センター条例施行規則（令和元年川崎市規則第 

２８号）の一部を次のように改正する。 

第２条の表中 

「 

川崎市川崎区保育・子

育て総合支援センター 

条例第３条第４号に規定する事業 １０名 

条例第３条第６号に規定する事業 １５５名 

                                  」 

を 

「 

    名 称            事 業 定 員 

川崎市川崎区保育・子

育て総合支援センター 

条例第３条第４号に規定する事業 １０名 

条例第３条第６号に規定する事業 １５５名 

                                  」 

に、同表川崎市中原区保育・子育て総合支援センターの項中「１３０名」を「 

１２０名」に、同表川崎市宮前区保育・子育て総合支援センターの項中「９名 

」を「７名」に改める。 

附 則 

この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 


